
中ノ池地区計画書 平成３０年４月１日変更         

名     称 中ノ池地区計画 

位     置 東海市中ノ池六丁目の一部 

面     積 約３．２ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、市の中心部から南に位置し、既に土地区画整理事業が施行さ

れ、都市基盤整備が完了している区域の一部であり、周辺にはため池を活か

した地区公園及び戸建て住宅が主に立地し、良好な低層住宅地としての市街

地形成が進行している。 

そこで、本計画では、周辺の居住環境と調和した緑豊かなゆとりと潤い

のある良好な低層住宅地としての市街地形成を図ることを目標とする。 

区域の整

備、開発

及び保全

に関する

方針 

土地利用の方針 
地区公園に隣接した快適な住環境を活かし、また、周辺の低層住宅地と

調和のとれたより良好な低層住宅地としての市街地形成を図る。 

地区施設の 

整備の方針 

本地区における道路及び緑道は、人と車の共存する、快適で安全な都市空

間を確保するため、既に整備された道路の維持・保全を図るとともに、それ

を補完する道路及び緑道を、宅地開発事業により適正に配置し、整備を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

土地利用方針に沿った建築物等の整備誘導を図るため、建築物の用途及び

敷地面積の最低限度等の制限を行うとともに、緑豊かな低層住宅地として良

好な居住環境の形成を図る。 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置 

及び規模 

種 類 名  称 幅 員 延 長 配  置 

道 路 

道路１号 

道路２号 

道路３号 

道路４号 

道路５号 

道路６号 

６ｍ 

６ｍ 

６ｍ 

６ｍ 

６ｍ 

６ｍ 

約１００ｍ 

約２８０ｍ 

約３００ｍ 

約 ３０ｍ 

約 ３０ｍ 

約 ３０ｍ 

計画図表示の

とおり 

その他の 

公共空地 

名  称 幅 員 延 長 配  置 

緑道１号 

緑道２号 

緑道３号 

緑道４号 

緑道５号 

４ｍ 

４ｍ 

４ｍ 

４ｍ 

４ｍ 

約 ３０ｍ 

約 ２０ｍ 

約 ２０ｍ 

約 ３０ｍ 

約 １０ｍ 

計画図表示の

とおり 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 

１ 一戸建ての住宅 

２ 一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

のうち政令で定めるもの（建築基準法施行令第１３０条の３） 

３ 診療所 

４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要

な建築物（建築基準法施行令第１３０条の４） 

５ 前各号の建築物に附属するもの（政令で定めるもの及び床面積の合計が

１５㎡以下の畜舎を除く）（建築基準法施行令第１３０条の５） 

建築物の敷地 

面積の最低限度 
１６５㎡ 

壁面の位置の 

制限 

１ 道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「外壁等」

という。）までの距離の最低限度は１ｍとする。 

２ 隣地境界線から外壁等までの距離の最低限度は０．５ｍとする。 

垣又は柵の 

構造の制限 

道路に面する側に垣又は柵を設置する場合は、生垣又は透視可能なフェン

ス（基礎高０.６ｍ以下）とする。 

「区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 
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